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新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応フローチャート 

 

 

◯保護者様へのお願い 

児童生徒本人または同居家族が PCR 検査等を実施した場合や濃厚接触者に特定された場合等、今後、児童生徒に感染する恐れがある場合は速や
かに学校へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【A1】症状がある場合 

  ・発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８日目から療養解除可能。 

  ・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、自主的な感染予防行動を徹底すること。 

 

【A2】無症状の場合 

  ・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除可能。 

  ・加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後（６日目）に解除を可能とする。ただし、７日間が経過するまでは、

感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、自主的な感染予防行動を徹底すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※濃厚接触者の同居家族に行動制限はありませんが、感染拡大防止の観点から以下の取扱いとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR 検査、薬事承認を受けた抗原検査キット等で陰性が確認できれば、登校を控えるようお願いする必要はありません。 

濃厚接触者に特定された家族

が PCR 等検査を受けている 

濃厚接触者に特定された家族

が検査を実施できない場合 

PCR 等検査 

陽性 

PCR 等検査：陰性 

検査を実施できない場合 

【Ａ】 
児童生徒本人の感染が判明 

【Ｂ】 
児童生徒本人が濃厚接

触者と特定された場合 

【A1】有症状の場合 

・学校において学校内の濃厚接触者として特定した場合は、陽性者と最終接

触した翌日から原則 5 日間は出席停止。 

 ただし、2 日目及び 3 日目に抗原定性検査キット（薬事承認されたも

の）で陰性を確認した場合は、3 日目から自宅待機解除となる。 

 

・保健所から自宅待機期間の指示があった場合は、その期間出席停止 

 

【詳しくは、新潟県のホームページをご確認ください。】 
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/noukousessyoku.html 

【Ｄ】 

同居家族が濃厚接触者

と特定された場合 

【C】へ 

濃厚接触者の自宅待機が終了するまで登校を控えるようお

願いをする。登校を控える場合は出席停止の扱いとする 

【Ｃ】 
同居家族が PCR 等検

査を受けている場合 

陰性 
健康観察・感染症対策を徹底

したうえで登校可能 

【Ｂ】へ 陽性 

検査結果が出る

まで登校を控え

るようお願いす

る 

【学校の対応】 

閉鎖や休業の期間については、濃厚接触者等の特定及びその検査結果が判明するなど、全体像が把握できるまでの期間とします。 

【A】へ 

治癒するまで 

出席停止 

【A2】無症状の場合 


